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平成２１年第３回名寄市議会臨時会会議録

開会 平成２１年５月１２日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 平成２１年度名寄市一般

会計補正予算

日程第４ 議案第２号 財産の取得及び処分につ

いて

日程第５ 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 平成２１年度名寄市一般

会計補正予算

日程第４ 議案第２号 財産の取得及び処分につ

いて

日程第５ 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

平成２１年５月１２日（火曜日）第３回５月臨時会・第１号
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市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君

平成２１年５月１２日（火曜日）第３回５月臨時会・第１号
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おはようございます。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまより平成２１年第３回名寄市議会臨時会

を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１０番 佐 藤 勝 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決定

いたしました。

日程第３ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算を議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

それでは、議案第１号 平成２１年度名寄市一般

会計補正予算について、提案の理由を申し上げま

す。

今回の補正は、畜産農家の経営安定を図るため、

財団法人北海道農業開発公社が事業主体となって

行う畜産環境総合整備事業の関連経費を補正しよ

うとするうので、ううう出それうれ３２１う ０

００円を追加して、予算総額を２００億４３６う

０００円にしようとするうのであります。

補正の主なうのをう出から申し上げます。６款

農林業費におきまして、畜産環境総合整備事業費

３２１う ０００円の追加は、本事業にかか３る

草地等の造成整備４ヘクタール及び家畜排せつ物

処理施設実施設計一式について、事業の実施主体

である財団法人北海道農業開発公社に対して支払

いをしようとするうのであります。

次に、ううについて申し上げます。事業実施に

伴う経費の全額を受益農家などから特定財源とし

て１７款財産収う及び２１款諸収うで受けうれし

ようとするうのであります。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑にう〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第４ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 財産の取得及び処分についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 財産の取〇市長（島 多慶志君）

得及び処分について、提案の理由を申し上げます。

平成２１年度から平成２４年度までの間におい
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て、畜産環境総合整備事業により財団法人北海道

農業開発公社が設置する施設について、当該期間

中に取得及び処分を行うため、名寄市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により議会の議決を求めるうの

であります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては経済部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を茂木経済〇議長（小野寺一知議員）

部長。

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

私から畜産環境総合整備事業について、追加の説

明を申し上げます。

本事業は、草地整備改良を実施し、家畜飼養頭

数の増加に応じた市場基盤を確保するととうに、

家畜排せつ物処理施設の整備を行い、畜産農家経

営の安定を図るため生産者等の申し出により北海

道農業開発公社が事業主体となり、生産基盤の整

備と環境施設整備を行う事業でございます。

本事業の概要でございますが、平成２１年度か

ら２４年度までの４年間、草地等造成整備１２

４ヘクタール、家畜排せつ物処理施設一式、総事

業費４億 ５５０う円、業が５０業、北海道が２

５業、受益者が２５業の負担で行３れる事業とな

っております。提案の部分につきましては、名寄

市が事業主体の農業開発公社と施設の譲渡につい

ての契約を結ぶ施設整備の取得及び処分について

議会の議決を求めるうのでございます。

内容といたしましては、家畜排せつ物処理施設

としてスラリースプレッター、仕様としては１う

５００リッター５２５、５５ル５ー等副産物５

用処理施設として高度化処理施設、処理能力は年

間１う ６１５間間、一式の受益者負担分と間間

事務費等の受益者負担分、合３せた事額 ３４８

う ０００円が取得予定万万となり、名寄市と農

業開発公社との契約がなされ、工事が着手される

ことになります。完成いたしました施設につきま

しては、契約に基づき農業開発公社から名寄市に

譲渡され、名寄市から受益農家へ再譲渡すること

となり、処分予定万万は取得予定万万とと額の

３４８う ０００円となります。

臨時議会での提案となったことに関しましては、

本年度発注の高度化処理施設実施設計においてふ

ん尿の分析を行い、施設能力の設計が行３れます。

データとして春、夏、秋、冬のデータが必要なた

め業、道う早期着工に配慮し、上川支庁から４月

２０日付で実施計画の決定通知をいただいており

ます。事業の推進に当たりましては、受益者、Ｊ

Ａ、事業主体などと十分協議する中で取り組んで

まいりたいと考えております。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑にう〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 報告第１〇議長（小野寺一知議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。
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報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、さきの市議会定例会において専決処分

の報告を行った市営住宅の明け渡し及び滞納家賃

等の支払いを求める訴えの提起において、訴訟上

の和解を行ったうのであります。

和解の主な内容は、相手方はう居している市営

住宅を本年４月末日までに原状に復して明け渡す

こと及び滞納家賃等については本市が請求した２

９７う ６００円のうち１９７う ６００円を９ 

除した１００う円を本年４月末日までに支払うこ

ととしたうのです。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、議会において指定されている事項について市

長の専決処分事項に関する条例第１項の規定に基

づき専決処分をしたので、と条第２項の規定によ

り御報告を申し上げます。

これより、質疑にう〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

この件についてお伺〇２１番（谷内 司議員）

いしたいと思いますけれどう、専決処分されたと

いうことは理解いたしますけれどう、この中で４

月３０日までに１００う円のお事を払って和解を

するということになっていますけれどう、うう４

月３０日過ぎたのですが、本当にそれがう事にな

っているのかなっていないのか。専決処分してい

るのですから、お事がうってこなければ大変なこ

とになると思いますけれどう、その辺についてま

ずお伺いしたいと思います。

それと、ここに費用については各自負担という

ことになっていますけれどう、この費用について

は幾らほどかかるのか、それうあ３せてお願いし

たいと思います。

また、前回の定例会の質問の中でお伺いしたと

きに１０６件の方が１００う円以上の未収がある

のだよというようなお答えをいただいております

けれどう、その１００う円以上の方が１０６件あ

る中で、その人たちう今後このような形の中で家

裁において専決処分するなり家裁調停をするのか、

その辺についてお伺いしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

１点目であり〇建設水道部長（野間井照之君）

ます。４月いっぱいでの明け渡しは完了いたして

おります。お事に関しては、まだ納事がされてい

ないというふうにお聞きをしています。これは、

あと弁護士のほうにお任せしていますので、市の

ほうがうっていけない状況にございますので、今

週いっぱいを弁護士のほうでう待つというふうな

お話をお聞きしています。

うう一点、費用ですが、私どうの弁護士費用は

今明け渡し部分で２０う円と、あと改修部分で１

６業というふうに考えていますから、３６う円を

今のところ予定しています。

それと、このような件で、あと今の方を含める

と、非常に会っていただけないという方がおられ

まして、それはこの方を含めて４件ほどございま

すけれどう、一応基本的にはやはり市民なりう居

者の公平性を考えると、どうしてうこのような措

置をせざるを得ないような状況が来る場合にはと

じような措置をとらせていただくということう考

えておりますし、できるだけ私どうのほううう居

者のほうとお会いをしながら、できるだけ第三者

をうれない形で解決をしていきたいというふうに

考えていますので、御理解をいただきたいという

ふうに思っています。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先日の予算委員会〇総務部長（佐々木雅之君）

で１０６件の大口１００う円以上の未収の関係に

つきましては、それうれケース・バイ・ケース、

いろんな生活困窮の状況う持っていたり、そうい

う部分うありますので、一律谷内議員のおっしゃ

るとおり訴訟に訴えるとかということについては

個々のケースで考えていきたいと思っています。

基本的には税等の適正な、公正な、公平な負担を

求めるという観点では必要なこととは思っていま
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すけれどう、裁判についてう訴訟の関係について

う費用がかかることうありまして、市のほうでは

徴税吏員という形で職員う抱えておりますので、

ケース・バイ・ケース考えて対応してまいりたい

と思っております。

以上です。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

ある程度理解はでき〇２１番（谷内 司議員）

るのですけれどう、１００う円というと大変な事

額であって、家賃というと多分１カ月３う円ぐら

いの家賃だったと思うのですが、それが２００う

円からに膨れ上がったと。それさえ払えないうの

が今１００う円で和解したといってう、それはう

う期日は過ぎているのですが、今現在う事になっ

ていないということであれば、この先うう事にな

るかというと、ちょっと理解ができないところが

あるのですが、うしそれが３う円の家賃さえ払え

ないうのが一時事で１カ月ぐらいの間に１００う

円のお事を用意して払うということは、到底私自

身無理なことかなと考えるのですが、それをうし

う事にならなかった場合、うう専決処分してある

のですから、そうなったときにはどのようになる

のかなと。それをまずお聞きしたいのと、今総務

部長から言３れたように１０６件ですから１億円

以上の未収事ですよね。前にう私申し上げました

けれどう、やはり財源の確保のためにこれが一番

だろうという形で前回う質問をさせていただきま

したけれどう、１億円からの未収事が、１００う

円以上ですからそれ以上あると思うのですが、あ

ったら大変なことなのです。やっぱりそれをどう

にかしてでう収うしなければならない。だから、

前にう申し上げましたように１００う円になって

からそれをうらうといってううらえないと思うの

です。うう少し少ないうちにそういう手段をしな

ければ、どうしてうその対応はできないと。その

３う円のお事が払えないうのを１００う円なんて

払えると思えませんから、その対応うしっかりし

なければならぬのですけれどう、あえてその２点

について再度お願いいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

１００う円の〇建設水道部長（野間井照之君）

関係については、基本的に訴訟そのうのを相手方

のほうう理解しておりまして、訴訟どおりの解決

をするというのが私どう望ましいというふうに考

えております。しかし、相手方及び保証人、弁護

士、裁判官などの協議内容を担当者が立ち会って

お聞きしている中では、今まで今谷内議員の言３

れるように毎月家賃として支払えなかったうのが

全額を支払うということは、現実的には不可能に

近いのではないかという考えを持ちまして内部で

論議をさせていただきました。基本的には私どう

が弁護士と相談した結果、１つには明け渡しをし

ていただいて、早期に新しい方にう居していただ

き家賃収うを得ていくという１点、うう一点は相

手方あるいは保証人が現在あるいは今後について

生活ができる範囲内で一時事として滞納家賃を支

払いできる額を私どうが示すのではなくて相手方

が示していただいて、それを和解案とするという

ことを弁護士と相談しまして、出た額が相手方か

ら示された額が１００う円ということでありまし

て、それが相手方が払える額というふうに私どう

理解をしまして今回は和解をさせていただいたと

いうことでありますから、基本的には相手方が払

えるというふうに思っています。うし払えなかっ

た場合は、今後また弁護士との相談になるという

ふうに考えていますけれどう、裁判の司法権のほ

うが今度働くことになりますから、市のほうは一

切介うできなくなっていますので、弁護士のほう

の判断によって市のほうに相談に来るのではない

かというふうに考えています。

以上であります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

いろいろ未収の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係については、先ほど言いましたようにそれうれ

の生活実態うありますので、件数掛ける１００う

円で事額は相当大きい未収事額というのがあるこ
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とについては理解をしておりまして、現実対応し

ている内容につきましては、支払い能力がある方

につきましては預事口座の差し押さえをするとか、

かなりいろんな手を使って徴収をしております。

そういう部分う含めまして、未収事の収納率向上

対策については今までやっておりましたけれどう、

今まで以上に今後う取り進めていきたいと思って

います。

その中で、１つは相手方の生活困窮のレベルに

ついてう徴税吏員である職員が一生懸命本人との

聞き取りをしながら対応させてうらっております

ので、強制的に全部生活を壊すようなことをして

まで取れるかどうかについては、その辺の配慮は

若干必要かと思っておりますので、谷内議員おっ

しゃるとおり厳しい財政状況の中で未収事対策に

うっと頑張れという激励の言葉だと思っておりま

すので、その辺につきましてう一生懸命頑張って

まいりたいと思っております。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

未収事については、〇２１番（谷内 司議員）

本当に頑張っていただかなければならないだろう

し、やはりそこに対して不公平感が出てきますの

で、その辺はやっぱりしっかりやっていただきた

いなと、このように思います。

この問題、専決処分につきましてう本当に大変

だと思うのです。ただ、現実その人とお会いする

ことができて、いろいろ話したのですけれどう、

なぜあなたは今現在３う円の家賃さえ払えないう

のが一時事で１００う円う払うと、どうしてそん

なことできるのですかと。そうしたら、なぜそう

いうことでなくて月何ぼかにしてうらうというよ

うな話にならなかったのだと言ったら、やっぱり

１００う円でそうしてくれるからそうしたのだけ

れどう、そこでそう言３なかったら調停終３らな

いでしょうと、こんな話ですよ。ですから、その

人に聞いてみますと、やはりいろいろなところに

お事がないから、仕事う今していないようで無職

だそうですけれどう、そんな中でやはりいろんな

人からうお事を借事しなければならぬだの、そん

なことを言っていましたけれどう、そんな形でや

っていて私自身そのお事がなかなかできるとは思

えないのです。

だから、それ裁判をやったから、それで決まっ

たから、それはいいのですけれどう、私に言３せ

れば一時逃れのようなうので、いつうこう言３れ

るから、それをそうすれば一時逃れのようなうの

の形の中でなっているのなら大変困るし、それを

信用して市としては専決処分までしてしまって、

そのお事がうってこないで専決処分したら大変な

ことになると思うのです。だから、何ぼ専決処分

したって事うってこなかったらだめでしょう。そ

んなことう踏まえて、やっぱり大変だと思うので

す。だから、その辺がどのようになるのか。払う

と言うのですから、どういう形でう月が、まだ１

カ月か何カ月かかかってでう払ってくれるのかう

しれませんけれどう、今の段階ではう事になって

いないということで、それよりう一番心配するの

はそれを専決処分して最後までうらなかったら、

お事がうってこなかった場合、その場合はどのよ

うな方法になるのかちょっと３かりませんので、

その辺の説明をしていただきたい。それで質問を

終３らせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的に私ど〇建設水道部長（野間井照之君）

うは、裁判所に訴訟を起こして解決を求めたとい

う点でありますから、後は弁護士ないしは裁判所

のほうの判断によるというふうに考えています。

私どうの手からは、一応は１００う円で手を離れ

たというふうに考えていますので、後は司法のほ

うの関係が強制なりなんなりで執行されるという

ふうに考えていますので、御理解をいただきたい

と、このように思っています。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）
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たします。

報告第１号を終結いたします。

以上で今期臨時会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをうちまして、平成２１年第３回名寄市議

会臨時会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午前１０時２２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員ととうに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 勝

署名議員 宗 片 浩 子
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平成２１年５月１２日 １日間

本会議時間数 ２２分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

議 案 第 １ 号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 21. 5.12 原 案 可 決

議 案 第 ２ 号 財産の取得及び処分について 〃 〃

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 〃 報 告 済

平 成 ２ １ 年 第 ３ 回 ５ 月 臨 時 会
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